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質
問
者
�

　
寺
嶋
　
正
　
議
員
�

２１
年
度
予
算
編
成
と
�

行
政
改
革
の
考
え
方
は
�

使用料・手数料�

等を見直す�

回答（町長）�

複式簿記導入で�

開かれた財政へ�

回答（町長）�

質
問
者
�

　
石
内
　
浩
　
議
員
�

公
会
計
導
入
と
行
財
政
基
盤
の
�

充
実
に
つ
い
て
�

　
地
方
財
政
健
全
化
法
と
第

二
次
分
権
改
革
は
、
今
後
の

自
治
体
を
左
右
す
る
制
度
改

革
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
小

規
模
町
村
と
し
て
の
具
体
的

対
応
に
つ
き
、
そ
の
判
断
基

準
が
不
明
確
、
現
実
味
も
感

じ
ら
れ
な
い
。
　
　
　
�

　
そ
こ
で
、
次
の
点
に
つ
き

伺
い
た
い
。
�

①
　
平
成
１９
年
度
、
総
務
省

　
か
ら
要
請
さ
れ
た
公
会
計

　
導
入
の
取
り
組
み
状
況
は
。�

②
　
財
政
健
全
化
法
に
よ
る

　
診
断
結
果
は
、
四
つ
の
財

　
政
指
標
と
も
、
イ
エ
ロ
ー
、

　
レ
ッ
ド
カ
ー
ド
は
出
な
か

　
っ
た
が
、
経
常
収
支
比
率

　
が
９７
％
で
、
健
全
財
政
と

　
い
え
る
の
か
。
�

③
　
小
規
模
町
村
と
し
て
、

　
近
い
将
来
を
ど
う
展
望
し
、

　
行
財
政
の
基
盤
づ
く
り
を

　
進
め
る
べ
き
な
の
か
、
町

　
長
と
し
て
の
マ
ニ
フ
ェ
ス

　
ト
を
示
さ
れ
た
い
。
�

����������①
２０
年
度
決
算
を
用
い
て
、

　
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行

　
い
、
２２
年
度
決
算
時
に
は

　
導
入
を
図
り
た
い
。
資
産

　
評
価
等
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー

　
ト
化
は
容
易
で
な
い
が
、

　
開
か
れ
た
財
政
の
た
め
積

　
極
的
に
対
応
し
て
い
く
。
�

②
経
常
収
支
比
率
が
高
い
こ

　
と
は
事
実
、
行
政
改
革
な

　
ど
更
に
進
め
、
固
定
経
費

　
を
少
な
く
し
、
財
政
体
質

　
改
善
に
努
め
る
。
�

③
合
併
と
い
う
究
極
の
行
革

　
は
否
定
し
な
い
が
、
現
在

　
の
計
画
は
無
理
が
あ
る
。

　
2
市
8
町
の
枠
に
こ
だ
わ

　
ら
な
い
議
論
が
さ
れ
る
と

　
考
え
、
そ
の
間
は
自
立
し

　
た
行
政
活
動
が
必
要
。
第

　
三
者
と
交
え
た
補
助
金
審

　
査
会
で
検
討
し
、
下
水
道
、

　
国
保
会
計
へ
の
繰
出
金
が

　
多
額
で
、
料
金
等
の
バ
ラ

　
ン
ス
点
検
も
必
要
。
３６
億

　
円
程
度
の
財
政
規
模
で
安

　
定
運
営
で
き
る
よ
う
、
人

　
口
増
の
た
め
の
施
策
づ
く

　
り
を
し
、
し
っ
か
り
行
政

　
運
営
を
続
け
る
。
�

　
町
の
２１
年
度
一
般
会
計
予

算
総
額
は
３６
億
円
で
、
町
税

は
１６
億
7
、
9
0
0
万
円
、

地
方
交
付
税
５
億
4
、
3
0
�

0
万
円
、
臨
時
財
政
対
策
債

2
億
4
、
2
0
0
万
円
発
行

し
て
い
る
。
�

①
　
厳
し
い
経
済
状
況
の
中

　
で
、
予
算
編
成
に
あ
た
り
、

　
新
規
事
業
の
導
入
、
既
存

　
事
業
の
見
直
し
な
ど
の
考

　
え
方
は
。�

②
　
行
財
政
改
革
で
は
、
使

　
用
料
・
手
数
料
な
ど
の
見

　
直
し
を
研
究
・
検
討
を
す

　
る
よ
う
で
す
が
、
極
力
町

　
民
の
負
担
増
を
招
か
な
い

　
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
。
所

　
見
を
伺
う
。�

③
　
２２
年
度
ま
で
を
推
進
期

　
間
と
す
る
、
第
三
次
行
政

　
改
革
大
綱
の
改
訂
は
、
ど

　
の
よ
う
に
さ
れ
る
の
か
。�

④
　
雇
用
悪
化
に
対
す
る
、

　
労
働
相
談
窓
口
の
開
設
や

　
雇
用
創
出
な
ど
、
町
の
対

　
応
策
は
。
�

����������①
　
新
規
事
業
で
は
、
1
0

　
0
周
年
式
典
と
コ
ン
サ
ー

　
ト
、
独
居
老
人
に
対
し
、

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
無

　
料
で
取
り
付
け
、
妊
婦
健

　
診
の
公
費
負
担
を
5
回
か

　
ら
１４
回
に
拡
充
な
ど
行
う
。�

②
　
社
会
経
済
の
変
化
や
財

　
政
事
情
等
の
要
素
を
踏
ま

　
え
、
適
正
な
負
担
の
あ
り

　
方
を
見
直
す
。
�

　
使
用
料
等
が
値
上
げ
さ
れ

　
る
と
町
民
の
負
担
増
と
な

　
る
が
、
い
ろ
い
ろ
な
視
点

　
で
見
直
す
。
�

③
　
改
革
の
追
加
や
見
直
し

　
等
を
行
い
、
国
保
税
や
下

　
水
道
使
用
料
な
ど
見
直
す
。

　
職
員
数
は
1
1
5
名
に
す

　
る
。
�

④
　
雇
用
創
出
は
国
の
交
付

　
金
を
活
用
し
、
町
道
改
良

　
工
事
や
用
水
路
整
備
な
ど

　
行
う
。
緊
急
雇
用
対
策
は
、

　
1
0
0
周
年
事
業
の
交
通

　
誘
導
警
備
員
や
桜
ま
つ
り

　
の
警
備
員
配
置
な
ど
行
う
。� ハローワーク�




